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【改定】SMBC デビット会員規約、個人情報の取扱いに関する同意条項新旧対照表 

新 旧 備考 

ＳＭＢＣデビット会員規約 

 

第１章  会員の資格 

～～～ 

略 

～～～ 

 

第５条（届出事項の変更等） 

１． 両社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレ

ス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、その他の項目（以

下総称して「届出事項」という）に変更が生じた場合、会員は遅

滞なく、両社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 

２． 氏名または暗証番号を変更する場合その他両社が必要

と認める場合には、会員は遅滞なく、両社所定の届出用紙と第７

条に定める本カードをあわせて（本カード受領前の場合は変更前の

本カードを受領後速やかに）当行に提出することにより、変更事項

の届出を行うものとします。なお、これにより新たに本カードが

会員に交付されるまでの間、会員が本デビットを利用できなくな

ることに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わない

ものとします。 

３． 前２項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法

かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報に
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より、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該

変更内容に係る前２項の届出があったものとして取り扱うこと

があります。なお、会員は両社の当該取扱いにつき異議を述べな

いものとします。 

４． 本条第１項または第２項の届出がないために、両社か

らの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった

場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなしま

す。但し、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情が

あるときを除きます。 

５． 会員が第２６条第１項第６号または第７号に該当する

と具体的に疑われる場合には、両社は、会員に対し、当該事項に

関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めること

ができ、会員は、これに応じるものとします。 

６． 会員は、本デビットの決済口座の変更が出来ないこと

を予め承諾するものとします。 

７． 会員は、両社が必要と判断した場合、カードデザインを

予告なく変更することについて予め承諾するものとします。 

８．当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通

知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意

思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。 

９．当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対

し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該

会員は届出に応じるものとします。 

 

～～～ 
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～～～ 

 

 

 

個人情報の取扱いに関する同意条項 

 

＜本同意条項はＳＭＢＣデビット会員規約（以下「本規約」と

いう）の一部を構成し、当社が会員または会員の予定者（以下

総称して「会員等」という）から同意を取得するものです。＞ 

 

第１条（個人情報の収集・保有・利用等） 

１．会員等は、本規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当

社との取引の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①

から⑨の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を

当社が保護措置を講じた上で収集（映像、その他の電磁的記録

として取得・保存することを含む）・保有・利用することに同

意します。なお、取引の管理には、本デビットの利用確認、利

用時の認証、会員への本デビットご利用代金の通知（決済口座

の残高不足等の場合の通知を含みます）をすること、法令に基

づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の写

し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写

し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにか

かる記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確

認や債権回収のために利用すること、「犯罪による収益の移転

防止に関する法律」に定める疑わしい取引でないことの確認そ

の他法令の定めに準拠していることの確認を含むものとしま

～～～ 
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す。 

① 申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若

しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、

年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレ

ス、職業、勤務先、取引を行う目的、決済口座番号、本

デビット会員番号、国籍、在留資格、在留期間に関する

情報等の情報（以下総称して「氏名等」という）、本規

約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及

び過去の有効性（通話可能か否か）に関する情報、電話

接続状況履歴（全国の固定電話及び携帯電話の接続状況

調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話

番号が含まれる）及びお電話等でのお問合せ等により当

社が知り得た氏名等の情報（以下総称して「属性情報」

という） 

～～～ 

略 

～～～ 

第８条（個人情報に関するお問合わせ） 

1. 第５条に定める中止のお申出は、下記の当社ＦＯＲＹＯＵ

デスクまでお願いします。 

＜ＦＯＲＹＯＵデスク＞ 

〒164-0001東京都中野区中野4-10-2電話番号03-6627-4388 

〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-7636-9417 

2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関す

るお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお

② 申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若

しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、

年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレ

ス、職業、勤務先、取引を行う目的、決済口座番号、本

デビット会員番号、在留資格に関する情報等の情報（以

下総称して「氏名等」という）、本規約に基づき届出ら

れた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性

（通話可能か否か）に関する情報、電話接続状況履歴

（全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴

で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含ま

れる）及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得

た氏名等の情報（以下総称して「属性情報」という） 

 

 

～～～ 

略 

～～～ 
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願いします。 

＜お客さま相談室（責任者：お客さま相談室長）＞ 

〒135-0061東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル 電話番

号03-6636-8266 

 

～～～ 

略 

～～～ 

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 

 

私（会員の名義人）は、次の①に規定する暴力団員等もしく

は①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当す

る行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告

をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約

されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明し

あるいは虚偽の申告が判明した場合には、当然に両社に対する

一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。ま

た、これにより損害が生じた場合でも両社に何らの請求は行わ

ず、一切私の責任といたします。 

①両社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員で

なくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力

団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能

暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制

裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ず

る者（以下これらを「暴力団員等」という）に該当しないこ

と、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明

願いします。 

＜お客さま相談室（責任者：お客さま相談室長）＞ 

〒135-0061東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル 電話番

号03-6636-8266 

〒541-8537大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966 

～～～ 
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～～～ 

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 

 

私（会員の名義人）は、次の①に規定する暴力団員等もしく

は①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当す

る行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告

をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約

されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明し

あるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合に

は、当然に両社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ち

に債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも

両社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。 

①両社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員で

なくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力

団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能

暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制

裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ず

る者（以下これらを「暴力団員等」という）に該当しないこ

と、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明
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し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 

(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に

損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用

していると認められる関係を有すること 

(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するな

どの関与をしていると認められる関係を有すること 

②自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれ

かに該当する行為を行わないことを確約いたします。 

(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)

風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀

損し、または両社の業務を妨害する行為(5)その他前記(1)から

(4)に準ずる行為 

（2024 年 4 月改定） 

し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 
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(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するな

どの関与をしていると認められる関係を有すること 

②自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれ

かに該当する行為を行わないことを確約いたします。 

(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)
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(4)に準ずる行為 

（2021 年 4 月改定） 
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